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　これまで全国一律の基準で実施されていた要支援１・２の人を対象とした、介護予防訪問介
護と介護予防通所介護が総合事業で実施されます。また、すべての６５歳以上の人が参加でき
る介護予防の取り組みも総合事業で行われます。
　総合事業では市区町村が中心となって、住民同士の活動などを取り入れ地域に応じた効果
的なサービスを実施します。
　総合事業を利用して住み慣れた地域ではつらつとした生活を続けましょう。

平成 2 9 年
三　笠　市

介護予防訪問看護など
介護予防訪問介護・
介護予防通所介護

介護予防
給付
要支援
1・2
介護予防事業
■一次予防事業・二次予防事業

介護給付（要介護1～5） 介護給付（要介護1～5）

介護予防給付（要支援1・2）

介護予防・日常生活支援総合事業
■介護予防・生活支援サービス事業
　●訪問型サービス●通所型サービスなど
（要支援１・２、事業対象者）
■一般介護予防事業 総合事業

これまで 平成29年４月から

まず、地域包括支援センターまたは介護保険係で「基本チェ
ックリスト」を受けてください。「基本チェックリスト」は生活

機能の状態を調べる25項目のチェックシートです。基本チェックリ
ストの結果、生活機能が低下していると判断された人（事業対象
者）は、地域包括支援センターで「ケアプラン」を作成して介護予
防・生活支援サービス事業が利用できます。

介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービスと通所型サービスは、かかっ
た費用の1割（または、一定以上の所得者は２割）の費用がかかります。

（サービス内容や利用回数によって料金は異なりますので、ご確認ください。）

※一定以上所得者…本人の合計所得が160万円以上で、同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入＋そ
の他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上の場合346万円以上の人。
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総合事業のサービスを利用するのにお金はかかりますか？

最近、少し体が動かしにくくなってきました。
総合事業のサービスを利用するにはどうすればよいですか？Q

Q

悩みや困りごとがあれば、地域包括支援センターへご相談ください。

連絡先 三笠市地域包括支援センター
☎01267-3-2010

三笠市高美町４４４番地
ふれあい健康センター内

　地域包括支援センターは、みなさんが住み慣れたまちで安心して暮らして

いくために必要な援助・支援を行う地域の総合相談窓口です。介護や介護予

防、総合事業に関することはもちろん、生活する中での悩みや困りごとがあれ

ば地域包括支援センターへお気軽にご相談ください。



65歳以上の人

　総合事業には、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」があります。要
介護認定を受けていなくても、必要と判断されればサービスが利用できます。まずは地域包
括支援センターにご相談ください。

要介護認定を申請 基本チェックリストによる確認

元気な高齢者事業対象者非該当の人要支援１・２の人要介護１～５の人

地域包括支援セ
ンターなどでケ
アプラン作成

地域包括支援センター
などでケアプラン作成

居宅介護支援事
業所などでケア
プラン作成

訪問看護
訪問入浴介護
通所リハビリテーションなど

訪問看護
訪問入浴介護
通所リハビリテーション
福祉用具貸与　など
※利用できるサービスはお問合
せください。

介護予防・生活支援
サービス事業

訪問型サービス
通所型サービス
など

一般介護予防事業

介護予防のための
体操やレクリエー
ション、講演など

●すでに要支援１・２と認定されている人
　※総合事業スタート以降の更新月に合わせて切り替えとなります
●新たに要支援１・２と認定された人
●基本チェックリストに該当してサービスが必要と判断された人（事業対象者）

●訪問型サービス

●通所型サービス

・訪問介護相当事業…
　ホームヘルパーが行う食事や入浴などの身体介護、掃除・洗濯・調理などの生活援助
・総合事業訪問型サービスA…
　ホームヘルパーや市指定の研修修了者が行う掃除・洗濯・調理などの生活援助(※身     
   体介護は含まれません）

・通所介護相当事業…
　身体機能の向上のための機能訓練、食事・入浴などの身体介護、調理や掃除、洗濯な
　どの生活機能向上のトレーニング
・総合事業通所型サービスA…
　身体機能の向上のための機能訓練、レクリエーションなどの閉じこもり予防(※身体
　介護は含まれません）

●65歳以上のすべての人

　筋力の維持・向上のために運動をする、元気アップ教室や介護予防水中運動教室などの
健康づくり教室を開催し、介護予防を行います。
※定員人数や身体状況等により参加の可否を検討させていただく場合があります。あらか
じめご了承ください。

総合事業を利用するには

まずはご相談
ください！

地域包括支援センター、市の担当
窓口、担当するケアマネージャー
にご相談ください。

従来の介護給付 従来の介護予防給付

総合事業▶詳しくは次頁へ

介護が必要と思われる人

チェックリストに
該当あり 該当なし

※利用できるサ
ービスはお問合
せください。

介護予防・生活支援サービス事業

対象者

対象者

　すでに要支援１・２と認定されている人で、ホームヘルプサービスやデイサービスを利
用している人は、総合事業スタート後の更新月まで引き続きサービスを利用できます。
更新月以降は総合事業から同様のサービスが利用できます。

すでに要支援１・２と認定されている人は大きな変更はありません。

一般介護予防事業

総合事業の内容
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